
 

 

川崎市感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則の

一部を改正する規則をここに公布する。 
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川崎市規則第３６号 



   川崎市感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細

則の一部を改正する規則 

川崎市感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則（

平成１１年川崎市規則第３５号）の一部を次のように改正する。 

第１条の２第１項中「第１６条の３第１項」の次に「（法第４４条の９第１

項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第５３条第１項の規定に

基づく政令によって適用される場合を含む。次項において同じ。）及び第４４

条の１１第１項」を加え、「第１号様式」を「第１号様式の２」に改め、同条

第２項中「第１６条の３第１項」の次に「及び第４４条の１１第１項」を加え

、「第１号様式の２」を「第１号様式の３」に改め、同条第３項中「第１６条

の３第３項」の次に「（法第４４条の９第１項の規定に基づく政令によって準

用される場合及び法第５３条第１項の規定に基づく政令によって適用される場

合を含む。）及び第４４条の１１第３項」を加え、「第１号様式の３」を「第

１号様式の４」に改め、同条を第１条の３とする。 

第１条の次に次の１条を加える。 

（質問又は調査に応ずべきことの命令） 

第１条の２ 保健所長は、法第１５条第８項（法第４４条の９第１項の規定に

基づく政令によって準用される場合（同条第２項の政令により、同条第１項

の政令の期間が延長される場合を含む。以下同じ。）及び法第５３条第１項

の規定に基づく政令によって適用される場合（同条第２項の政令により、同

条第１項の政令の期間が延長される場合を含む。以下同じ。）を含む。）に

規定する質問又は調査に応ずべきことの命令をするときは、質問又は調査に

応ずべきことの命令書（第１号様式）により行うものとする。 

第２条第１項中「第１７条第１項」の次に「（法第４４条の９第１項の規定

に基づく政令によって準用される場合及び法第５３条第１項の規定に基づく政



令によって適用される場合を含む。）及び第４５条第１項」を加え、同条第２

項中「第１７条第２項」の次に「（法第４４条の９第１項の規定に基づく政令

によって準用される場合及び法第５３条第１項の規定に基づく政令によって適

用される場合を含む。）及び第４５条第２項」を加える。 

第３条中「第１８条第１項」の次に「（法第４４条の９第１項の規定に基づ

く政令によって準用される場合及び法第５３条第１項の規定に基づく政令によ

って適用される場合を含む。）」を加える。 

第４条第１項中「を含む。）」を「並びにこれらの規定が法第４４条の９第

１項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第５３条第１項の規定

に基づく政令によって適用される場合を含む。）並びに第４６条第１項」に改

め、同条第２項中「を含む。）」を「並びにこれらの規定が法第４４条の９第

１項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第５３条第１項の規定

に基づく政令によって適用される場合を含む。）並びに第４６条第２項及び第

３項」に改め、同条第３項中「を含む。）に」を「、法第４４条の９第１項の

規定に基づく政令によって準用される場合及び法第５３条第１項の規定に基づ

く政令によって適用される場合を含む。）及び第４６条第４項に」に、「を含

む。）の規定により入院している患者については入院期間延長書」を「、法第

４４条の９第１項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第５３条

第１項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。）及び第４６条第

１項の規定により入院している患者（新感染症の所見がある者を含む。次条第

１項第１号を除き、以下同じ。）については入院期間延長書」に、「を法第２

６条において準用する場合を含む。）」を「を法第２６条において準用する場

合並びにこれらの規定が法第４４条の９第１項の規定に基づく政令によって準

用される場合及び法第５３条第１項の規定に基づく政令によって適用される場

合を含む。）並びに第４６条第２項及び第３項」に改める。 



第５条第１項中「の規定により同項各号」を「（法第４４条の９第１項の規

定に基づく政令によって準用される場合及び法第５３条第１項の規定に基づく

政令によって適用される場合を含む。以下この項（第１号を除く。）並びに第

７条第１項及び第３項において同じ。）の規定により法第３７条第１項各号」

に改め、同項第１号中「第３７条第１項」の次に「（法第４４条の９第１項の

規定に基づく政令によって準用される場合を含む。）」を加え、同条に次の１

項を加える。 

３ 前２項の規定は、法第４４条の３の２第１項（法第４４条の９第１項の規

定に基づく政令によって準用される場合を含む。）及び第５０条の３第１項

の規定によりこれらの規定に規定する医療に要した費用について市が負担す

る額について準用する。この場合において、第１項ただし書中「同項」とあ

るのは「法第４４条の３の２第１項（法第４４条の９第１項の規定に基づく

政令によって準用される場合を含む。）及び第５０条の３第１項」と、前項

中「前項本文」とあるのは「次項において読み替えて準用する前項本文」と

読み替えるものとする。 

第６条第１項中「又は法」を「若しくは」に、「の属する年度（当該入院」

を「又は法第４４条の３第２項若しくは第５０条の２第２項の規定による外出

しないことの協力の求めのあった月の属する年度（当該入院又は当該求め」に

改め、同項ただし書中「入院し、又は退院した」を「市が費用の負担を開始し

、又は終了した」に改める。 

第９条第１項中「第４２条第１項」の次に「（法第４４条の９第１項の規定

に基づく政令によって準用される場合及び法第５３条第１項の規定に基づく政

令によって適用される場合を含む。）」を加える。 

第１０条中「結核健康診断月報」を「結核健康診断報告書」に改める。 

別表中「入院患者」を「患者」に改める。 



第１号様式の３中「第１６条の３第３項」を「           」に

、 

「 

  

」 

を 

「 

  

                               」 

に改め、同様式を第１号様式の４とする。 

第１号様式の２中「第１６条の３第１項」及び「第１６条の３第３項」を「 

           」に改め、同様式を第１号様式の３とする。 

第１号様式中「第１６条の３第１項」及び「第１６条の３第３項」を「   



         」に改め、同様式を第１号様式の２とし、同様式の前に次

の１様式を加える。 



第１号様式 

  



第２号様式中「第１７条第１項」及び「第１７条第２項」を「       

     」に改める。 

第２号様式の２中「第１７条第２項」を「           」に、 

「 

  

」 

を 

「 

  

」 



に改める。 

第３号様式中「第１８条第１項」及び「第１８条第３項」を「       

     」に改める。 

第４号様式中「第  条第１項」を「           」に、 

「 

  

」 

を 

「 

 

」 

に改める。 

第５号様式を次のように改める。 



第５号様式 

  



第６号様式中「第２０条第４項」を「           」に、 

「 

  

」 

を 

「 

 

 」 

に改める。 

第７号様式を次のように改める。 



第７号様式 

 



第８号様式中「氏 名              印」を「氏 名」に、

「第３７条第１項」を「           」に改め、「注 申請者氏名

については、記名押印又は自筆による署名のいずれかとしてください。」を削

り、 

「  

⑶  市（区）町村長が発行する市町村民税の納税通知書又は課税証明書 

」 

を 

「  

⑶ 市（区）町村長が発行する市町村民税の納税通知書又は課税証明書 

⑷ 世帯調書兼同意書 

」 

に改める。 

 第９号様式（表）中「印」を削り、同様式（裏）を次のように改める。 



 



 第１２号様式（表）中「氏 名              印」を「氏 

名」に改め、同様式（裏）中 

「 

１ 申請者氏名については、記名押印又は自筆による署名のいずれかとしてください。  

２ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第３７条第１項に規定する医療を 

受けた場合は、次に掲げる書類を添付してください。 

」 

を 

「 

１ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律              に 

規定する医療を受けた場合は、次に掲げる書類を添付してください。 

」 

に、 

「 

（３）当該医療に要した費用を証明する書類  

３ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第３７条の２第１項に規定する医 

療を受けた場合は、次に掲げる書類を添付してください。 

」 

を 

「 

エ 世帯調書兼同意書  

（３）当該医療に要した費用を証明する書類  

２ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第３７条の２第１項に規定する医 

療を受けた場合は、次に掲げる書類を添付してください。 

」 

に改める。 

 第１４号様式及び第１５号様式を次のように改める。 



第１４号様式 



 



第１５号様式 

  



第１６号様式中「あて先」を「宛先」に、 

「 

申請者 団体名 

 所在地 

 代表者の氏名              印 

                      」 

を 

「 

申請者 団体名 

     所在地 

     代表者の氏名 

 施設の名称 

 施設所在地 

                      」 

に改める。 

第１７号様式中 

「 

  

           」 

を 

「 

  

           」 

に、 

「 



  

」 

を 

「 

  

」 

に改める。 

第１９号様式中 

「 

氏 名              様 

                   」 

を 

「 

氏 名              様 

 施設の名称 

 施設所在地 

                   」 

に改める。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正前の規則の規定により調製した帳票（同規則第８号様式、第９号様式



、第１２号様式及び第１４号様式から第１７号様式までに限る。）で現に残

存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれ

を使用することができる。 

 


